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姶良市農業委員会総会議事録（令和４年２月） 

 

１．開催日時 令和４年２月２８日（月） 午後１時３０分～午後４時５分まで 

２．開催場所 蒲生総合支所 本館２階 大会議室  

 

農業委員  出席委員（１８人） 

 

 

欠席委員  ４番農業委員、 

 

農地利用最適化推進委員  出席委員（ ０人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員  １番推進委員、２番推進委員、３番推進委員、４番推進委員、 

５番推進委員、６番推進委員、７番推進委員、８番推進委員 

      ９番推進委員、１０番推進委員、１１番推進委員、 

１２番推進委員 

 

 

３．議事日程 

１．         議事録署名委員の指名 

２．         会議書記の指名 

３． 議案第  １ 号 農用地利用集積計画(貸借)の意見決定について 

４． 議案第  ２ 号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

５． 議案第  ３ 号 農地転用事業計画変更申請について 

６． 議案第  ４ 号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

７番 

８番 

９番 

１０番 

小長野 誠 

坂元 廣幸 

本村 正一 

福森 德昭 

牧野田 隆平 

杉尾 敏憲 

市薗 由美子

白尾 親昭 

今村 逸子 

野元 幸雄 

１１番 

１２番 

１３番 

１４番

１５番 

１６番 

１７番 

１８番 

１９番 

堂前 澄男 

西  泰行 

川島 兼次 

内甑 達也 

平 富士夫 

岩元 律子 

松元 信道 

夏田  恒 

米迫 愼二 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

内村 幸雄 

宇都 和義 

扇薗 弘行 

柚木 利雄 

大重 孝司 

上福元 克己 

７番 

８番 

９番 

１０番

１１番 

１２番 

松永 政文 

松元 健一 

池端 隆志 

新屋敷 幸一 

中村 政芳 

柳迫 勝美 
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７． 議案第  ５ 号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

８． 議案第  ６ 号 非農地証明願について 

９． 議案第  ７ 号 農地あっせん申出（売渡 希望）について 

10． 概案第  ８ 号 農地の利用状況調査に係る非農地決定について 

11． 議案第  ９ 号 農地法第３条にかかる下限面積の設定について 

12.  議案第 １０号 農用地利用集積計画（所有権移転）の意見決定について 

13．         農地あっせんの経過報告 

14.           農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告 

15．         その他 

                 

             

４．農業委員会事務局職員 

  

  事務局長 

  農地係長 

  農地係主査 

  農地係主事 

振興係長 

振興係主任主査 
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

姶良市農業委員会総会議事録（令和４年２月） 

 

（大会議室に農業委員着席） 

 

姿勢を正してください。 

 

一同礼。 

 

〔１．総会の通告〕 

 

ただいまから、令和３年度 第１１回 姶良市農業委員会総会を開会

いたします。 

ただいまの出席農業委員は１９名中、１８名で、定足数に達しており

ますので、総会は成立しております。 

 なお、本日は、４番農業委員が欠席であります。 

 

会務報告 

 

それでは、会務報告について、事務局よりお願いします。 

 

資料により説明。 

 

 議事録署名委員の指名 

 

議事日程に入ります。 

それでは、日程第１、議事録署名委員の指名について、姶良市農業委

員会会議規則第１７条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長か

ら指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、１３番農業委員、１４番農業委員にお願いいたします。 

 

会議書記の指名 

 

つぎに、日程第２、会議書記の指名について、本日の会議書記には、

事務局職員の○○振興係長と○○農地係長を指名いたします。 

これからの議案の審議では、農業委員会法第３１条の規定の議事参与

の制限により、農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその

配偶者に関する事項については、その議事に参与することができないと

なっておりますので、該当する事案の委員は、審議開始から終了までの

間、退席をお願いします。関係議案、終了後に入室・着席していただき



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

         

委 員 

 

ます。 

 なお、この規定では、委員本人の方々の事案については、事務局で把

握できますが、それ以外の親族等については、把握ができませんので、

申し出ていただき退席等よろしくお願いいたします。 

 

議案第１号 

 

それでは、日程第３ 議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の意

見決定についてを議題に供します。 

１番から２４番までについて、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の意見決定につ

いてご説明いたします。総会資料は、１ページ目でございます。こちら

は、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地の利用権の設

定です。農業委員会で審査決定後、市長がこれを公告することにより、

利用権の効力が発生いたします。 

公告日は２月２８日、契約の始期は３月１日をそれぞれ予定しており

ます。 

契約年数につきましては、１年間が１件、２年間が１件、３年間が５

件、５年間が１０件、６年間が２件、９年間が３件、１０年間が３件で、

合計２５件となっております。面積につきましては、合計 

４６，５０４㎡となっております。 

農用地利用集積計画（貸借）の内容につきましては、総会資料の２ペ

ージから６ページにございますので、ご確認いただきたいと思います。 

なお、総会資料の６ページの２５番が、１４番農業委員の関連する議

案となっております。こちらにつきましては、農業委員会等に関する法

律第３１条の規定、議事参与の制限に基づき、議案の採決に参加できま

せんので、よろしくお願いいたします。 

以上、第１号議案の説明を終わります。 

 

 それでは、１番から２４番までについて、一括して質疑に入ります。 

ただいまの事務局からの説明について、質疑のある委員は挙手をお願

いします。 

 

[質問、意見なし]  

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての１番

から２４番までについて、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙

手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

     事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛成多数により、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決

定について、１番から２４番までについては、原案のとおり決定いたし

ました。 

なお、議案第１号 ２５番については、議事参与制限により、関係者

がいらっしゃいますので、個別案件で質疑し、採決いたします。 

２５番の関係者、１４農業委員の退席をお願いします。 

 

（１４番農業委員退席） 

 

それでは、２５番について質疑に入ります。質疑のある委員は挙手を

お願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。議案第１号 ２５番について、原案の

とおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決

定について、２５番については原案のとおり決定いたしました。 

１４番農業委員は着席してください。 

 

（１４番農業委員着席） 

 

 

議案第２号 

 

次に、日程第４ 議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から６番までについて説明をお願いします。 

まずは、1番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第２号 農地法３条の規定による許可申請の処分決定

についてご説明申し上げます。総会資料は、７ページから８ページでご

ざいます。今月の申請件数は、６件となっております。 

先般、各担当委員におきまして事前調査がなされ、現地調査報告書の

１ページから６ページに調査書がございますので、ご審議の参考として

ください。 

それでは、１番についてご説明申し上げます。 

譲受人 東餅田在住の○○。譲渡人 福岡県福岡市在住の〇〇の売買

による所有権移転です。申請地の所在は、中津野字蓮木川原○○番 田、

１筆の７０１㎡となります。 
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議 長 

 

 

     委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

     事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

以上で、１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、１５番農業委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

 はい。１５番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和４年２月２０日、譲受人の農場を訪問し、聞き取りを行い、申請

地を調査いたしました。機械等は、トラクター２台、バインダー１台、

ハーベスタ１台、軽トラック１台あり、問題ありません。労働力は、本

人と子供もおり問題ありません。隣地の借地は、購入予定とのことでし

た。 

 よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

 以上、１番の報告を終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、２番につきましてご説明申し上げます。 

譲受人 大山在住の○○。譲渡人 鹿児島市在住の○○の売買による

所有権移転です。申請地の所在は、大山字大牟田○○番〇 畑、１筆の

面積が１２１㎡となります。 

以上で、２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、１１番農業委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１１番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和４年２月１９日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を

調査いたしました。機械等は、トラクター２台、田植機 1台、防除機 1

台、軽トラック３台を所有しており、問題ありません。刈り取りだけは、

委託するとのことです。労働力も、妻と子供もおり問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

 以上で、２番の報告を終わります。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番についてご説明申し上げます。 

譲受人 蒲生町米丸在住の○○。譲渡人 蒲生町下久德在住の○○の

売買による所有権移転です。申請地の所在は、蒲生町米丸字丸田○○番

〇 田、字丸田○○番〇 田、２筆の合計面積が１，７２３㎡となりま

す。 

以上で、３番の説明を終わります。 
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議 長 

 

 

     委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

     委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

ただいまの説明の３番に関連して、６番農業委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。６番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和４年２月１８日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を

調査いたしました。機械等は、耕運機１台、草刈機２台、軽トラック１

台あり、問題ありません。労働力は、妻と母もおり問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、３番の報告を終わります。 

 

次の、４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番についてご説明申し上げます。 

譲受人 蒲生町久末在住の○○。譲渡人 千葉県千葉市在住の○○の

売買による所有権移転です。申請地の所在は、蒲生町久末字石峯○○番

〇 畑、１筆の面積が８９１㎡となります。譲受人の経営面積が０㎡と

なっておりますが、議案第１号の２４番で利用権が設定されましたので、 

経営面積は１，３４８㎡となります。 

以上で、４番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の４番に関連して、１８番農業委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１８番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和４年２月２０日、譲受人宅を訪問して、聞き取りを行いました。

申請地は、久末公民館の隣にあります。畑には，岩つつじが植えてあり

ました。譲受人は、主に水稲を耕作されています。機械等は、耕運機１

台、草刈機２台、軽トラック１台あり、問題ありません。労働力は、妻

と母もおり問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、４番の報告を終わります。 

 

次の、５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、５番についてご説明申し上げます。 

譲受人 船津在住の○○。譲渡人 同じく船津在住の○○の売買によ

る所有権移転です。申請地の所在は、船津字城ケ崎○○番〇 畑、１筆

の面積が３１１㎡となります。 

以上で、５番の説明を終わります。 
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議 長 

 

 

     委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

     委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

ただいまの説明の５番に関連して、９番農業委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。９番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和４年２月２１日、譲受人宅を訪問して、聞き取り調査をいたしま

した。申請地は、自宅のすぐ隣で、良く管理されていました。機械等は、

トラクター１台、田植機１台、小型耕運機１台、草払機２台、噴霧器１

台、軽トラック１台あり、問題ありません。労働力は、妻もおり問題あ

りません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、５番の報告を終わります。 

 

次の、６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、６番についてご説明申し上げます。 

譲受人 加治木町小山田在住の○○。譲渡人 同じく加治木町小山田

在住の○○の贈与による所有権移転です。申請地の所在は、加治木町小

山田字山下○○番 田、字山下○〇番 畑、２筆の合計面積が 

１，１６７㎡となります。 

以上で、６番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の６番に関連して、２番農業委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。２番農業委員です。調査報告をいたします。 

令和４年２月１９日、譲受人宅を訪問して、聞き取りを行い、申請地

を調査いたしました。譲受人は、露地野菜と水稲を生産して販売されて

おります。譲受人は、これまでもこの申請地を借りて耕作されておりま

した。機械等は、トラクター１台、田植機１台、バインダー１台、脱穀

機１台あり、問題ありません。労働力は、妻もおり問題ありません。 

よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に、該当しないと思わ

れますので、許可相当と思われます。 

以上で、６番の報告を終わります。 

 

これより、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決

定についての、１番から６番までについて一括して質疑に入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

[質疑・意見なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について
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     委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

の１番から６番までについては、農地法第３条 第２項の各号に該当し

ないため許可相当という意見ですが、原案のとおり許可することに賛成

の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から６番までについては、原案のとおり決定い

たしました。 

 

 

議案第３号 

 

次に、日程第５ 議案第３号、農地転用事業計画変更申請についてを

議題に供します。 

１番から２番までについて説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは 議案第３号 農地転用事業計画変更申請について、ご説明

します。総会資料は、９ページです。今月の件数につきましては、２件

です。 

それでは１番につきまして、ご説明いたします。 

申請人は、変更前が平松の○○株式会社 代表取締役○○、変更後が

東京都世田谷区の○○ 代表役員○○。土地の所在が、平松字鋒丸○○

番○ 畑、１筆の面積が３８４㎡です。当初の転用目的は、資材置場で、

平成２５年８月２６日に５条許可がなされています。申請地で、事業（資

材置場）を実施していないため、原野化しておりました。変更後の目的

は駐車場で、理由としましては、○○神社への参拝者のための駐車場と

して利用したいとのことでございます。こちらは、議案第５号の１番と

関連があります。 

以上で、説明を終わります。   

 

 ただいまの説明の１番に関連して、２番農業委員に、議案第５号、農

地法第５条の規定による処分決定についての１番とも関連がありますの

で、一括して調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい。２番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、姶良

インターから、東に約３８０ｍの位置です。被害防除現況としまして、

東が里道、西が宅地、南が水路、北が山林です。申請実現の確実性とし

まして、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、

ありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準に

ついて調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であります。 
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議 長 
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議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

以上で、終わります。 

 

次に、２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは２番につきまして、ご説明いたします。 

申請人は、変更前、変更後も、鹿児島市の株式会社○○ 代表取締役

○○。土地の所在が、東餅田字中渡口○○番○ 田、字中渡口○○番〇 

田、２筆の合計１，３９２㎡です。当初の転用目的は、駐車場・月極

駐車場で、令和３年１２月６日に５条許可がなされています。申請地に、

駐車場を計画したが、隣地所有者との売買の承諾を得られないため、事

業実施が困難となったとのことです。変更後の目的は、宅地造成で、理

由としましては、申請地周辺は環境が整っているため、宅地造成（４区

画）したいとのことでございます。こちらは、議案第５号の１０番と関

連があります。 

以上で、説明を終わります。   

 

 ただいまの説明の２番に関連して、６番農業委員に、議案第５号、農

地法第５条の規定による処分決定についての１０番とも関連があります

ので、一括して調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい。６番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、十日

町公民館から、南東に約３５０ｍの位置です。被害防除現況としまして、

東が宅地、西も宅地、南が市道、北も市道です。申請実現の確実性とし

まして、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、

ありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準に

ついて調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であります。 

以上で、終わります。 

 

 これより、議案第３号 農地転用事業計画変更申請の１番から２番ま

でについて、一括して質疑に入ります。質疑のある委員は挙手をお願い

します。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第３号、農地転用事業計画変更申請の１番から２番までにについ

て、原案のとおり意見決定及び許可することに賛成の委員は挙手をお願

いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第３号 農地転用事業計画変更申請の１番から
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議 長  

 

事務局 

２番までについては、原案のとおり意見決定及び許可が決定いたしまし

た。 

 

 

議案第４号 

 

次に、日程第６ 議案第４号、農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から４番までについて、説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明いたします。総会資料は１０ページでございます。今

月の申請件数につきましては、４件となっております。 

 今回も、農地パトロール等で転用されている所有者に、通知をしてい

るため、始末書等が添付されている議案となっております。 

それでは、１番につきまして、ご説明いたします。  

  申請人は、加治木町木田在住の○○。土地の所在は、加治木町木田字

操穴〇〇番〇 田、１筆の面積が３７㎡です。申請地につきましては、

都市計画区域内の用途が、第一種中高層住居専用地域に指定されており、

農地区分は、第３種農地と判断されます。転用目的は、駐車場で、理由

といたしましては、駐車場で利用したいとのことでございます。資金に

つきましては、転用済みのため不要で、土地改良区からの意見書があり

ます。また、被害防除計画書と顛末書も添付されております。こちらは、

追認で農地法の許可を得るものであります。    

以上で、１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、５番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。５番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

木田簡易郵便局から、北に約６０ｍの位置にございます。被害防除現況

として、東が市道、西が宅地、南も宅地、北も宅地です。申請実現の確

実性は、既に駐車場になっており、確実であります。条件及び特記事項

は、ありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基

準について調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見でご

ざいます。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、２番につきまして、ご説明いたします。  
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議 長 

 

 

委 員 

 

  申請人は、西餅田在住の○○他２名。土地の所在は、西餅田字柏木 

〇〇番〇 畑、１筆の面積が１，１６３㎡です。申請地につきましては、

都市計画区域内の用途が、準住居地域に指定されており、農地区分は、

第３種農地と判断されます。転用目的は、駐車場・貸駐車場・看板用地

で、理由といたしましては、自家用車の駐車場と看板用地・貸駐車場と

して利用したいとのことでございます。資金につきましては、転用済み

のため不要で、改良区のほうも、区域外のため不要となっております。

また、被害防除計画書と始末書が添付されております。こちらは、追認

で農地法の許可を得るものであります。  

以上で、２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、６番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。６番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

姶良中央図書館から、北に約３０ｍの位置にございます。被害防除現況

として、東が畑、西が宅地、南が国道、北が市道です。申請実現の確実

性は、既に駐車場として利用されており、確実であります。条件及び特

記事項は、ありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び

一般基準について調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意

見でございます。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきまして、ご説明いたします。  

  申請人は、曽於市在住の○○。土地の所在は、東餅田字中野崎〇〇番 

○ 田、１筆の面積が３５７㎡です。申請地につきましては、都市計画

区域内の用途が、第一種中高層住居専用地域に指定されており、農地区

分は、第３種農地と判断されます。転用目的は、駐車場で、理由といた

しましては、以前から駐車場として利用しているため、今後も駐車場と

して利用したいとのことでございます。資金につきましては、既に転用

済みのため不要で、改良区のほうも、除外済みのため不要となっており

ます。また、被害防除計画書と始末書が添付されております。こちらは、

追認で農地法の許可を得るものであります。   

以上で、３番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、６番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。６番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、
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議 長  

 

 

 

帖佐駅から、南東に約５０ｍの位置にございます。被害防除現況として、

東が市道、西が宅地、南も宅地、北も宅地です。申請実現の確実性は、

既に駐車場として利用されており、確実であります。条件及び特記事項

は、ありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基

準について調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見でご

ざいます。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番につきまして、ご説明いたします。  

  申請人は、鹿児島市在住の○○。土地の所在は、平松字村前〇〇番○ 

 田、１筆の面積が２８２㎡です。申請地につきましては、申請地につ

きましては、都市計画区域内の用途が、第一種中高層住居専用地域に指

定されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。転用目的は、

貸駐車場で、理由といたしましては、隣接地にあるマンションの駐車場

として貸すとのことでございます。資金につきましては、転用済みのた

め不要です。また、被害防除計画書と始末書が添付されております。こ

ちらは、追認で農地法の許可を得るものであります。  

以上で、４番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、３番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。３番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

姶良衛生の隣接地でございます。被害防除現況として、東が雑種地、西

が宅地、南も宅地、北も宅地です。申請実現の確実性は、既に転用済み

であり、確実であります。条件及び特記事項は、ありません。総合意見

としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現

地調査委員といたしましては、許可意見でございます。 

以上で、報告を終わります。 

 

これより、議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決

定の１番から４番までについて、一括して質疑に入ります。質疑のある

委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について

の１番から４番までについて、原案のとおり意見決定及び許可すること

に賛成の委員は挙手をお願いします。 
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[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から４番までについては、原案のとおり意見決

定及び許可が決定いたしました。 

 

 

議案第５号 

 

次に、日程第７ 議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から１６番までについて説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明いたします。総会資料は、１１ページから１５ページ

でございます。今月の申請件数につきましては、１６件となっておりま

す。 

それでは、１番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 東京都世田谷区の○○ 代表役員○○。譲渡人 平松在住の

○○です。土地の所在が、平松字鋒丸○○番〇 畑、１筆の面積が 

３８４㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一

種住居地域に指定されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。

転用目的は、駐車場で、理由につきましては、○○神社への参拝者のた

めの駐車場として利用したいとのことでございます。こちらは、自己資

金で対応いたします。また、被害防除計画書が添付されております。こ

ちらは、議案第３号の１番と関連があります。 

以上で、１番の説明を終わります。 

 

本案件につきましては、議案第３号の１番で、２番農業委員にから報

告済でありますので補足説明につきましては、省略いたします。 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

 続きまして、２番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人は、鹿屋市在住の○○。譲渡人は、東京都練馬区在住の○○他

１名です。土地の所在は、蒲生町下久德字前田○○番 畑の一部、 

９６７㎡のうち４９５㎡です。申請地につきましては、土地改良事業の

施行もなく、農地の広がりは１０ｈａ未満の区域内の農地であり、農地

区分は第２種農地と判断されます。転用目的は、一般住宅 １棟  

１２０．４８㎡で、理由としましては、親が住む住宅を建築したいとの

ことでございます。こちらは、自己資金で対応し、改良区のほうは、区

域外のため不要となっております。また、被害防除計画書が添付されて
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おります。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、６番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

 はい。６番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため

問題ありません。申請地の位置は、大和葬儀社蒲生斎場から、北西に 

約１３０ｍの位置です。被害防除現況としまして、東が市道、西が宅地、

南が５条申請地、北が畑です。申請実現の確実性といたしましては、自

己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、特にござい

ません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準につい

て調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 曽於市在住の○○。譲渡人 東京都練馬区在住の○○他１名

です。土地の所在が、蒲生町下久德字前田○○番 畑の一部、９６７㎡

のうち４７２㎡です。申請地につきましては、土地改良事業の施行もな

く、農地の広がりは１０ｈａ未満の区域内の農地であり、農地区分は第

２種農地と判断されます。転用目的は一般住宅 １棟 １２０．４８㎡

で、理由としましては、現在借家住まいのため、一般住宅を建築したい

とのことでございます。こちらは、融資で対応し、改良区のほうは、区

域外のため不要となっております。また、被害防除計画書が添付されて

おります。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、６番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。６番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため

問題ありません。申請地の位置は、大和葬儀社蒲生斎場から、北西に 

約１３０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が市道、西が宅地、南が

市道、北が５条申請地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり、確

実であります。条件及び特記事項は、特にございません。総合意見とし

て、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委

員としましては許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 
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次の、４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 霧島市の株式会社○○ 代表取締役○○。譲渡人 鹿児島市

在住の○○です。土地の所在が、脇元字白金原○○番○ 畑、１筆の面

積が１３１㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、

準住居地域に指定されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。

転用目的は月極駐車場で、理由としましては、駐車場の経営を行うこと

で、自社の経営安定を図りたいとのことでございます。こちらは、自己

資金で対応し、改良区のほうは、区域外のため不要となっております。

また、被害防除計画書が添付されております。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、２番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。２番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、ニシ

ムタ姶良店から、西に約４０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が国

道、西が雑種地、南も雑種地、北も雑種地です。申請実現の確実性は、

自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、ありませ

ん。総合意見として、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の

結果、現地調査委員としましては許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、５番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 西餅田在住の○○。譲渡人 同じく西餅田在住の○○です。

土地の所在は、西餅田字伊藤山〇〇番〇 畑、字伊藤山○○番〇 畑、

２筆の合計面積が２７８㎡です。申請地につきましては、都市計画区域

内の用途が、第二種住居地域に指定されており、農地区分は、第３種農

地と判断されます。転用目的は一般住宅 １棟 ６３．７６㎡で、理由

としましては、自己住宅を建築して、生活の安定を図りたいということ

でございます。資金については、融資で対応し、改良区のほうは、区域

外のため不要となっております。また、被害防除計画書の添付がされて

おります。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、３番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。３番農業委員です。調査報告いたします。 
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農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

錦江団地公民館から、西に約４０ｍの位置にございます。被害防除です

が、東が里道と市道、西が宅地、南も宅地、北も宅地です。申請実現の

確実性は、融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、特

にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準

について調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見でござ

います。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、６番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 東京都西東京市の株式会社○○ 代表取締役 ○○。譲渡人 

大阪府大阪市在住の○○他１名です。土地の所在が、西餅田字野屋敷○

○番〇 畑、字野屋敷○○番〇 畑、２筆の合計面積が４７８㎡です。

申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種低層住居専用

地域に指定されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。転用

目的は建売住宅 ２棟 １２４．２０㎡で、理由としましては、建売住

宅（２棟）を建築して、住宅緩和に寄与するとともに、自社の経営安定

を図りたいとのことでございます。こちらは、自己資金で対応し、改良

区のほうは、区域外のため不要となっております。また、被害防除計画

書が添付されております。   

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、３番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。３番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

エミール幼稚園から、西に約８０ｍの位置です。被害防除現況としまし

ては、東が宅地と畑、西が宅地、南も宅地、北が市道です。申請実現の

確実性は、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、

特にありません。総合意見として、転用許可基準の立地及び一般基準に

ついて調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見でございます。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、７番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、７番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 船津の○○株式会社 代表取締役○○。譲渡人 船津在住の

○○です。土地の所在が、船津字王子原○○番〇 田、字王子原○○番

〇 田、２筆の合計面積が９０㎡です。申請地につきましては、土地改

良事業の施行がなく、農地の広がりは１０ha 以上の区域内の農地であ
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り、農地区分は第１種農地と判断されます。転用目的は通路拡張・側溝

設置で、理由としましては、施設用通路が狭いため、現在の水路と一体

化して通路の拡張、水路とするためとのことでございます。こちらは、

自己資金で対応し、水利組合からの意見書があります。また、被害防除

書も添付されております。こちらにつきましては、隣接地○○番〇（雑

種地）８６㎡と、○○番〇（用悪水路）４３㎡と一体利用で、全事業面

積が２１９㎡となっております。なお、こちらは第１種農地ということ

で、県農業会議ネットワーク機構への意見聴取案件となります。   

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、３番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。３番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第１種農地であるが、第１種農地の不許可の例外である

集落接続施設に該当するため、問題ありません。申請地の位置は、春花

公民館から、南に約２００ｍの位置です。被害防除現況といたしまして、

東が市道、西が水路、南が田、北が一体利用地です。申請実現の確実性

といたしまして、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記

事項は、隣接農地への通作路を確保することとなっております。総合意

見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結

果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件とし、現地調査委

員といたしましては、許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、８番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、８番につきまして、ご説明いたします。 

借人 船津在住の○○。貸人 鹿児島市在住の○○です。土地の所在

が、平松字出水〇○番〇 畑、字竪野○○番〇 畑、２筆の合計面積が

２６７㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一

種低層住居専用地域に指定されており、農地区分は、第３種農地と判断

されます。転用目的は一般住宅 １棟 ９２．３３㎡で、理由としまし

ては、当地に自己の住宅を建築したいということでございます。資金に

つきましては、融資で対応いたします。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、２番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。２番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、重富

温泉から、西に約１０ｍの位置です。被害防除現況といたしまして、東
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が市道、西が宅地、南も宅地、北も宅地です。申請実現の確実性といた

しまして、融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、特

にありません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般

基準について調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見で

あります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、９番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、９番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 加治木町小山田在住の○○。譲渡人 鹿児島市在住の○○で

す。土地の所在が、東餅田字西道丁原○○番 田、１筆の面積が 

１５５㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一

種住居地域に指定されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。

転用目的は一般住宅 １棟 ６５．２１㎡で、理由のほうにつきまして

は、病院にも近い申請地に住宅を建築したいとのことでございます。資

金につきましては、自己資金で対応して、改良区のほうは、除外済みの

ため不要となります。また、被害防除計画書が添付されております。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、５番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。５番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

山下わたる内科から、北に約８０ｍの位置です。被害防除現況ですが、

東が宅地、西が里道、南が市道、北が宅地です。申請実現の確実性は、

自己資金証明があり、確実であります。条件及び特記事項は、ありませ

ん。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準につい

て調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、１０番について事務局の説明を求めます。 

 

 続きまして、１０番につきまして、ご説明いたします。 

それでは、鹿児島市の株式会社○○ 代表取締役 ○○。譲渡人は、

加治木町錦江町在住の○○です。土地の所在は、東餅田字中渡口○○番

〇 田、１筆の面積が６９６㎡です。申請地につきましては、都市計画

区域内の用途が、準工業地域に指定されており、農地区分は、第３種農

地と判断されます。転用目的は、宅地造成で、理由としましては、申請

地周辺は環境が整っているため、宅地造成（４区画）したいとのことで

ございます。こちらは、自己資金で対応し、土地改良区の意見書があり

ます。また、被害防除計画書も添付されております。こちらにつきまし
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ては、隣接地○○番〇（転用許可地）６９６㎡と一体利用で、全事業面

積が１，３９２㎡となっております。なお、こちらは議案第３号の２番

と関連があります。  

以上で、説明を終わります。 

 

本案件につきましては、議案第３号の２番で、６番農業委員にから報

告済でありますので補足説明につきましては、省略いたします。 

次の、１１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１１番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 船津在住の○○。譲受人 神奈川県川崎市在住の○○です。

土地の所在が、船津字王子原○○番○ 田、１筆の面積が１９２㎡です。

申請地につきましては、土地改良事業の施行がなく、農地の広がりは 

１０ha以上の区域内の農地であり、農地区分は第１種農地と判断されま

す。転用目的は駐車場で、理由としましては、自宅の前の土地なので、

駐車場として使用したいとのことでございます。こちらは、自己資金で

対応し、改良区のほうは、除外済みのため不要となっております。また、

被害防除計画書と始末書が添付されております。なお、こちらは第１種

農地ということで、県農業会議ネットワーク機構への意見聴取案件とな

ります。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、３番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。３番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第１種農地であるが、第１種農地の不許可の例外である

集落接続施設に該当するため、問題ありません。申請地の位置は、春花

公民館から、南に約１６０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が市道、

西が田、南が宅地、北が市道です。申請実現の確実性は、自己資金証明

もあり、確実であります。条件及び特記事項は、特にございません。総

合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査

の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件とし、現地調

査委員といたしましては、許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、１２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１２番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 東餅田在住の○○。譲渡人 福岡県春日市在住の○○です。

土地の所在が、東餅田字塩入○○番〇 田の一部、２６５㎡のうち 

３６㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種

住居地域に指定されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。
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転用目的は宅地拡張で、理由としましては、隣接地にある自宅駐車場が

狭いため、宅地拡張をしたいとのことでございます。こちらは、自己資

金で対応し、改良区のほうは、除外済みのため不要となっております。

また、被害防除計画書が添付されております。こちらにつきましては、

隣接地○○番〇（宅地）２７７．７８㎡と一体利用で、全事業面積が 

３１３．７８㎡となっております。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、５番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。５番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、塩入

団地から、西に約１３０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が私道、

西も私道、南が一体利用地、北も宅地です。申請実現の確実性は、自己

資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、ありません。

総合意見として、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、

現地調査委員としましては許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、１３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１３番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 鹿児島市の○○株式会社 代表取締役 ○○。譲渡人 兵庫

県川西市在住の○○です。土地の所在は、東餅田字東道丁原〇〇番〇 

畑、字東道丁原〇〇番〇 畑、２筆の合計面積が１，００１㎡です。申

請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種住居地域に指定

されており、農地区分は、第３種農地と判断されます。転用目的は資材

置場・駐車場で、理由としましては、太陽光パネル及び資材を供給する

のに最適地であるということでございます。資金については、融資で対

応して、改良区のほうは、区域外のため不要となっております。また、

被害防除計画書の添付がされております。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、５番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。５番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置ですが、

八日町公民館から、北西に約１４０ｍの位置にございます。被害防除で

すが、東が市道、西が宅地、南も宅地、北も宅地です。申請実現の確実

性は、融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、特にあ

りません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準につ
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いて調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見でございま

す。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、１４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１４番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 加治木町小山田の株式会社○○ 代表取締役 ○○。譲渡人 

福岡県古賀市在住の○○です。土地の所在が、加治木町小山田字東木 

○○番〇 畑、１筆の面積が１，４９１㎡です。申請地につきましては、

土地改良事業の施行もなく、農地の広がりは１０ｈａ未満の区域内の農

地であり、農地区分は第２種農地と判断されます。転用目的は資材置場

で、理由としましては、資材置場を確保して業務の効率化を図りたいと

いうことでございます。こちらは、自己資金で対応いたします。また、

被害防除計画書が添付されております。こちらにつきましては、隣接地

○○番〇の一部（山林）１９０㎡・○○番〇の一部（畑）６２㎡・ 

○○番〇の一部（宅地）１９２．１５㎡・○○番〇の一部（山林） 

１２４㎡と一体利用で、全事業面積が２，０５９．１５㎡となっており

ます。   

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、２番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。２番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため

問題ありません。申請地の位置ですが、南原商店から、北に約６０ｍの

位置です。被害防除現況としましては、東が山林、西が県道、南が山林

と一体利用地、北が宅地です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあ

り、確実であります。条件及び特記事項は、特にありません。総合意見

として、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調

査委員としましては、許可意見でございます。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、１５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１５番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 加治木町小山田の株式会社○○ 代表取締役 ○○。譲渡人 

大阪府大阪市在住の○○です。土地の所在が、加治木町小山田字東木 

○○番〇 畑、１筆の面積が１９８㎡です。申請地につきましては、土

地改良事業の施行もなく、農地の広がりは１０ｈａ未満の区域内の農地

であり、農地区分は第２種農地と判断されます。転用目的は通路・駐車

場で、理由としましては、資材置場を確保して、その通路・駐車場とし
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て使用したいとのことでございます。こちらは、自己資金で対応いたし

ます。また、被害防除計画書が添付されております。こちらにつきまし

ては、隣接地○○番〇の一部（宅地）１９２．１５㎡・○○番〇の一部

（山林）１２４㎡と一体利用で、全事業面積が５１４．１５㎡となって

おります。   

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、２番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。２番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため

問題ありません。申請地の位置は、南原商店から、北東に約３０ｍの位

置です。被害防除現況といたしまして、東が宅地と山林、西が山林、南

が宅地、北が山林です。申請実現の確実性といたしまして、自己資金証

明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、特にありません。総

合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査

の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、１６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１６番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人 東餅田在住の○○。譲渡人 蒲生町下久德在住の○○です。

土地の所在が、蒲生町下久德字柳元○○番 田、１筆の面積が３２１㎡

です。申請地につきましては、土地改良事業の施行もなく、農地の広が

りは１０ｈａ未満の区域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断

されます。転用目的は山林で、理由としましては、クヌギ（約８０本）

を植林したいということでございます。資金のほうは、自己資金で対応

し、土地改良区からの意見書があります。また、被害防除計画書も添付

されております。  

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、６番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。６番農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため

問題ありません。申請地の位置は、蒲生高校から、北西に約３００ｍの

位置です。被害防除現況といたしまして、東が休耕田、西が里道、南も

里道、北が休耕田です。申請実現の確実性といたしまして、自己資金証

明もあり、確実であります。条件及び特記事項は、特にありません。総

合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査
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議 長 

の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

調査員の皆さん、ご苦労様でした。 

これより、議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決

定について、１番から１６番までについて、一括して質疑に入ります。

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

［挙 手］ 

 

１８番農業委員。 

 

はい。１８番農業委員です。 

１６番ですが、周辺は田んぼであるが耕作されていないとのことです

が、道路の反対側は住宅街であります。ここにクヌギを植えた場合、植

えたばかりのころはよいですが、５年、１０年経過すると葉っぱが飛ん

だり、木が大きくなったりします。許可してよいか疑問であります。 

 

事務局。どうですか。 

 

周囲の田んぼは休耕田で、クヌギは３メートルの緩衝地を設けて植林

するとのことです。もし、不許可の場合は、理由が必要となります。考

えられるのは、周囲の宅地や農地に影響があるということになるかと思

います。 

 

ほかに質疑はありませんか。 

 

［挙 手］ 

 

１７番農業委員。 

 

はい。１７番農業委員です。 

蒲生高校の近くでクヌギを植えるという議案が過去にありました。そ

の際も、資材置場に変更できないかと議論した覚えがあります。申請人

は、この時も同じ方だったように思います。すぐ近くに、転用許可地が

あるようですが、これはどうなっていますか。 

 

事務局。回答してください。 

 

前回は、隣接地に住宅があったため、不許可となっております。転用

許可地は、○○の駐車場であります。 

 

質疑はありませんか。 



 

25 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

     事務局 

 

 

議 長 

    

委 員 

 

議 長 

 

 

［挙 手］ 

 

１８番農業委員。 

 

はい。１８番農業委員です。 

本当に、山林でないといけないのでしょうか。 

 

この議案は、個別で審議いたします。 

１番から１５番までにつきまして、質疑のある委員は挙手をお願いし

ます。 

 

 [質疑・意見なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について

の、１番から１５番までについて、原案のとおり意見決定及び許可する

ことに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から１５番までについて、原案のとおり意見決

定及び許可が決定いたしました。 

なお、７番と１１番につきましては、県農業会議ネットワーク機構の

決議に該当しますので、意見聴取いたします。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

 

（休 憩） 

 

休憩まえに引き続き、会議を再開いたします。 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について

の１６番について、事務局に再度説明を求めます。 

 

申請人に、意思確認をしたところ、クヌギを植える以外には考えられ

ないとのことでした。申請どおりで審議していただきます 

 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

［挙 手］ 

 

１８番農業委員。 
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委 員 

はい。１８番農業委員です。 

昔は、周囲の農地の所有者の同意書がありましたが、今は被害防除計

画書になっています。５年、１０年経過した時は、被害防除計画書はど

うなるのでしょうか。周囲の農地の所有者は、クヌギを植えることに同

意されるでしょうか。 

 

事務局。いかがですか。 

 

周囲の農地は、保全の状態で１０年以上経過しております。申請地の

農地は、少し前まで耕作されていました。 

 

ほかに質疑はありませんか。 

 

［挙 手］ 

 

８番農業委員。 

 

はい。８番農業委員です。 

農業委員会としては、農地を守るということも必要です。周囲に農地

に及ぼす影響を考えると、クヌギを植えることは適切ではないと思いま

す。好ましい姿ではないと考えます。 

 

ほかの委員は、如何ですか。 

 

［挙 手］ 

 

１番農業委員。 

 

はい。１番農業委員です。 

私は中山間に住んでいますので、この問題は切実なものであります。

申請地のことを真剣に考えているのであれば、簡単に不許可にすること

はできません。 

 

ほかに質疑はありませんか。 

 

[質疑・意見なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について

の１６番について、原案のとおり意見決定及び許可することに賛成の委

員は挙手をお願いします。 

 

[賛成０名] 
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賛成０名により、議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についての１６番については、不許可が決定いたしました。 

 

 

 議案第６号  

 

次に、日程第８ 議案第６号、非農地証明願についてを議題に供しま

す。 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６号 非農地証明願について、ご説明いたします。

総会資料は、１６ページです。今月の申請につきましては、１件となっ

ております。 

それでは、１番を説明いたします。申請人は佐賀県佐賀市在住の○○、

所有者も同一でございます。土地の所在は、平松字大園原○○番○ 畑、

１筆の面積が３３９㎡です。申請地につきましては、第３種農地です。

現況は宅地で、亡くなった夫が申請関係を行っており、当時の詳細が不

明とのことです。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、２番農業委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。２番農業委員です。報告いたします。 

農地区分は、第３種農地です。申請地の位置ですが、重富小学校から、

東に約４００ｍの位置です。現況といたしまして、申請のとおり建物が

建っており、４７年程度経っております。周囲の現況が、東が宅地、西

も宅地、南も宅地、北が市道ということで、非農地として認定するやむ

を得ない理由といたしまして、宅地となって、すでに２０年以上経過し

ており、やむを得ないものと認めます。条件及び特記事項は、ありませ

ん。総合意見といたしまして、現地調査員としては、承認意見です。 

以上で、報告を終わります。 

 

それでは、議案第６号 非農地証明願についての１番について、質疑

に入ります。質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

[質疑・意見なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第６号 非農地証明願についての１番について、原案のとおり承

認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 
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[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第６号 非農地証明願についての１番について

は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

 

 議案第７号  

 

次に、日程第９ 議案第７号、農地あっせん申出(売渡 希望)につい

てを議題に供します。 

1番から４番までについて、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第７号 農地あっせん申出(売渡 希望)について、ご

説明いたします。総会資料は、１７ページです。今月の申請につきまし

ては、売渡４件となっております。参考資料につきましては、９０ペー

ジから９３ページになりますので、審議の参考としてください。 

それでは、１番を説明いたします。 

内容につきましては、売渡です。申請者は千葉県流山市在住の○○、

土地の所在が、寺師字八反田○○番 田、字八反田○○番〇 田、字八

反田○○番〇 田、３筆の合計面積が２，５８６㎡です。希望譲渡価格

は、農業委員会に一任とのことです。なお、令和４年度までは、前耕作

者の方が耕作されるとのことです。買い手が見つかるまでは、貸付でも

可能とのことです。 

以上で、１番の説明を終わります。 

それでは、２番を説明いたします。 

内容につきましては、売渡です。申請者は加治木町小山田在住の○○、

土地の所在が、加治木町小山田字早田尻○○番○ 田、１筆の面積が 

１，１１５㎡です。希望譲渡価格は、農業委員会に一任とのことです。 

以上で、２番の説明を終わります。 

それでは、３番を説明いたします。 

内容につきましては、売渡です。申請者は福岡県春日市在住の○○、

土地の所在が、加治木町木田字西ノ原○○番○ 田、字西ノ原○○番〇 

田、字西ノ原○○番〇 田、３筆の合計面積が１，６２９㎡です。希

望譲渡価格は、農業委員会に一任とのことです。 

以上で、３番の説明を終わります。 

それでは、４番を説明いたします。 

内容につきましては、売渡です。申請者は蒲生町下久德在住の○○、

土地の所在が、蒲生町下久德字下原田○○番 田、１筆の面積が 

１，５２９㎡です。希望譲渡価格は、農業委員会に一任とのことです。 

以上で、４番の説明を終わります。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第７号 農地あっせん申出（売 

渡 希望）の１番から４番までについて、一括して質疑に入ります。質
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議 長 

           

事務局 

 

議 長 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

［挙 手］ 

 

８番農業委員。 

 

はい。８番農業委員です。 

１点だけ確認です。３番の希望譲渡価格は、農業委員会に一任となっ

ておりますが、相場がどのくらいか教えてください。 

 

事務局。よろしいですか。 

 

事務局としては、８０万円ぐらいと考えております。 

 

８番農業委員。今の回答でよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

事務局。あとの３件についても、目安として教えてください。 

 

１番については、県道沿いの農地で、６０万円から７０万円ぐらいと

考えております。２番は、進入路がなかったり、周囲の田んぼも休耕田

となっていますので、４０万円から５０万円ぐらいと考えております。

４番は、４０万円から５０万円ぐらいと考えております。 

 

ほかに質疑はありませんか。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第７号 農地あっせん申出(売渡 希望)の１番から４番までにつ

いて、原案のとおり受理することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第７号 農地あっせん申出(売渡 希望)の１番

から４番までについては、原案のとおり受理することに決定いたしまし

た。 

次に、ただいま承認された議案７号のあっせん申出に係る地区あっせ

ん委員の選出について協議していただきます。 

地区委員の方々から選出していただきたいと思います 

自薦他薦いずれでもよろしいです。 
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議 長 

 

「意見なし」 

 

いらっしゃらなければ、事務局案を読み上げます。 

議案第７号 農地あっせん申出(売渡 希望)についての、 

 

１番については、１０番推進委員、１２番推進委員、 

１９番農業委員に、 

 

２番については、２番農業委員、１６番農業委員、 

４番推進委員に、 

 

３番については、８番農業委員、２番推進委員、 

３番推進委員に、 

 

４番については、８番推進委員、７番農業委員、 

１３番農業委員に、 

 

それぞれ、お願いしたいと思います。 

 

「はい」 

 

それでは、担当になられた委員の方々は、よろしくお願いいたします。 

 

 

議案第８号 

 

次に、日程第１０ 議案第８号、農地の利用状況調査に係る非農地決

定についてを議題に供します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

はい。それでは、議案第８号 農地の利用状況調査に係る非農地決定

について、ご説明いたします。資料は、総会資料の１８ページをお開き

ください。 

夏場の利用状況調査において、Ｂ判定を行った農地について、改めて

１月末から今月中旬にかけて、再調査を行った結果についてまとめてあ

ります。非農地決定全体面積としては、１０４，８９３㎡、筆数として

１３６筆です。 

対象地については、集計表の下にリストとして計上してありますので、

ご確認ください。 

以上、ご審議方よろしくお願いします。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第８号についての１番から 

１３６番までについて、一括して質疑に入ります。質疑のある委員は挙
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手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第８号、農地の利用状況調査に係る非農地決定についての、１番

から１３６番までについて、原案のとおり決定することに賛成の委員は

挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第８号、非農地の利用状況調査に係る非農地決

定についての、１番から１３６番までについては、原案のとおり決定い

たしました。 

 

 

議案第９号 

 

次に、日程第１１ 議案第９号、農地法第３条に係る下限面積の設定

についてを議題に供します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第９号 農地法第３条に係る下限面積の設定につきま

して、ご説明いたします。総会資料は、２４ページです。 

この案件につきましては、平成２１年１２月施行の改正農地法により、

農業委員会が農林水産省令に定める基準に従い、市町村の区域内の全部、

または一部について、これらの面積の範囲内で、別段の面積を定め、農

林水産省令で定めるところにより、これを公示した時は、その面積を農

地法第３条第２項第５号の下限面積として、設定できることとなったこ

とと、農林水産省の通達、「農業委員会の適正な事務処理について」が、

平成２２年１２月２２日付けで一部改正され、農業委員会は毎年、下限

面積の設定または修正の必要性について、検討することとなっておりま

す。このことに基づき、下限面積の設定を検討した結果、農林水産省令

で定める農地法施行規則第１７条第１項「別段の面積の基準」を満たし

ていることから、令和４年度の下限面積につきましても、現行どおり 

２０アールに設定したいと考えます。参考資料の最後の方の９４ページ

をご覧ください。現行どおりとした根拠としましては、本市における今

年度の農地の利用状況調査の結果、２０アール未満の農地耕作者は、全

農地耕作者７，５５５名のうち５，１７６名で、全体の６７％を占めて

おり、基準の４０パーセントを超えていることと、農地法施行規則第 

１７条第１項「別段の面積の基準」を満たしていること、あと、参考ま

でに下の方に基準の要約を記載してございますので、ご確認ください。

また、県内の農地下限面積の一覧表がございますが、隣接市の鹿児島市、
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薩摩川内市、霧島市も２０アールに設定しております。以上のことを、

根拠としております。 

以上で、議案第９号の説明を終わります。 

 

事務局の説明が終わりました。それでは、質疑に入ります。ただいま 

の事務局からの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第９号、農地法第３条に係る下限面積の設定について、原案のと

おり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号、農地法第３条に係る下限面積の設定に

ついては、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

議案第１０号 

 

次に、日程第１２ 議案第１０号、農用地利用集積計画（所有権移転）

の意見決定についてを議題に供します。 

１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第１０号 農用地利用集積計画（所有権移転）の意見

決定についてご説明申し上げます。総会資料は、２５ページでございま

す。今月の申請件数は、１件となっております。 

それでは、１番についてご説明します。 

譲受人 蒲生町上久德在住の○○。譲渡人 加治木町小山田在住の売

買による所有権移転です。申請地の所在は、加治木町小山田字中原○○

番〇 畑、１筆の面積が２，７３０㎡です。対価につきましては、総額

１，２２８，５００円、１０ａ当りに換算しますと、４５０，０００円

で決定しました。 

以上、１番について説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、２番農業委員にあっせん経過報告

をお願いします。 

 

 はい。２番農業委員です。あっせんの報告をいたします。 

 加治木町小山田字中原○○番〇 畑、１筆の面積が２，７３０㎡につ

いて、２月１８日午後３時より、加治木庁舎北１会議室において、譲渡

希望者○○さん、譲受希望者○○さん、あっせん担当委員として、わた
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くしと、１６番農業委員、４番推進委員及び事務局職員の立会いの下、

あっせんを行いました。 

 結果につきましては、総額１，２２８，５００円、１０ａ当りにする

と４５０，０００円で、無事成立しました。なお、今後の手続きとしま

しては、嘱託登記により、事務局で所有権の移転登記を行う予定となっ

ております。 

 以上、農地のあっせん報告を終わります。 

 

ただいまの説明について質疑に入ります。質疑のある委員は挙手をお

願いします。 

 

[質疑・意見なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第１０号 農用地利用集積計画（所有権移転）の意見決定の１番

について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いしま

す。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第１０号 農用地利用集積計画（所有権移転）

の意見決定についての１番については、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

農地あっせんの経過報告 

 

次に日程第１３、農地あっせんの経過報告について、進展がありまし

たら報告をお願いします。まず、事務局からの報告をお願いします。 

 

それでは、農地あっせんの経過報告をいたします。 

１ページの６番○○さんの売渡希望と９番○○さんの売渡希望につい

ては、３月にあっせんを行う予定です。 

３ページの３０番○○さんの借受希望ですが、今月の総会の議案第２

号の１番で、７０１㎡を所有権で取得されました。 

４ページの４２番○○さんの売渡希望ですが、今月の総会の議案第１

号の１１番で、利用権が設定されました。 

４３番○○さんの売渡希望も、今月の総会の議案第 1号の１０番で、

利用権が設定されました。 

４５番○○さんの売渡希望ですが、今月の総会の議案第１０号の１番

で、農用地利用集積計画で所有権移転が決定いたしましたので、完了と

いたします。 

以上で報告を終わります。 
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議 長 
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議 長 

 

委員の皆さんから、何か報告等ございませんか。 

 

［挙 手］ 

 

５番農業委員。 

 

はい。５番農業委員です。 

４ページの４７番○○さんの売渡希望ですが、希望価格を１５０万円

と伺っております。売買の決定権を持っているのはおばさんのようで、

後に家を建てるために、２４０万円で購入されたようです。しかし、家

を建てる予定が無くなったため、売渡を決断されたとのことです。相場

としては、１０ａ当たり６０万円ぐらいで、希望価格と合わない状況で

あることも話をしました。買い手が見つかりましたら、ご紹介すること

を伝えてあります。 

以上で、報告を終わります。 

 

事務局。よろしいですか。 

 

 はい。 

 

 ほかの委員から、報告はございませんか。 

 

[質問・意見なし] 

 

ないようでしたら、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

 

農用地利用集積計画（貸借）合意解約 

 

次に日程第１４、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告につい

て、事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約の報告をいたしま

す。２月は４件が提出されております。内容につきましては、別紙、合

意解約２月分を、後ほどご確認ください。  

以上で、報告を終わります。 

 

ただいまの事務局説明について、質疑のある方はございませんか。 

 

「質問・意見なし」 

 

ないようですので、それでは、この案件は報告ですので これで終わ

ります。 
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その他 

 

それでは日程第１５、その他でございますが、委員の方から何かござ

いませんか。 

 

［挙 手］ 

 

１８番農業委員。 

 

はい。１８番農業委員です。 

あっせんでの希望価格を農業委員会一任とありますが、申請を受け付

ける際に、希望価格を聞くと思いますが、相場価格を示して事務局で希

望価格を決めた方がよいのではないですか。 

 

事務局。どうですか。 

 

申請を受け付ける際に、本人の希望価格を聞いて、相場価格を示して、

最低どのくらいの金額を希望するかを聞きたいと思います。 

 

来月からは、農業委員会一任の場合、金額が示されるということでよ

ろしいですか。 

 

来月から、目安となる価格を記入します。 

 

１８番農業委員。よろしいですか。 

 

はい。わかりました。 

 

ほかに委員の方から何かございませんか。 

 

［挙 手］ 

 

１２番農業委員。 

 

はい。１２番農業委員です。 

私の地域では、霧島市の方が耕作される方が多いですが、霧島市の農

地の価格は、非常に安いです。基盤整備済みの農地でも４０万円ぐらい

です。私どもの地域では、７０万円から８０万円が取引価格です。姶良

市の農地は、全体的に高いと思います。このような状況のため、買い手

がなかなか見つからない状況であります。 
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議 長 

 

 

 

 

 

事務局長 

事務局。どうですか。 

 

接道だったり、用水の問題など状況によっても価格が変化いたします。

事務局としましても、取引事例等を参考に価格を記入していきたいと思

います。 

 

１２番農業委員。よろしいですか。 

 

はい。 

 

ほかに、委員の方から何かございませんか。 

 

 [発言なし] 

 

ないようですので、以上で、本日の議案の審議並びに、報告事項は全

て終了しました。 

事務局から何かありますか。 

 

 〇 令和３年度鹿児島県農業委員会大会のスローガン採択について 

 〇 令和４年度の賃借料情報と農作業賃金等標準額について 

〇 農作業賃金等標準額設定のための情報収集について 

   

 ほかにありませんか。 

それでは、以上をもちまして、令和３年度 第１１回 姶良市農業委

員会総会を閉会いたします。 

 

〔閉会〕 

 

 姿勢を正してください。 

 

一同礼。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

議事録署名委員 

 

 

 

 

 署名委員                       

 

 

 

 署名委員                       

 

 

 

 


